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建設工事入札参加資格認定者　御中
建築総務課長

令和８年度　総合評価方式　加点評価項目「災害に強いまちづくり」
判定士取得評価　加点業者の認定について（通知）

　日頃から本市の建設行政にご協力いただき誠にありがとうございます。
　さて、本市では大規模地震発生時に早期に避難所等を開設するため、速やかに被災建築物応急危険度判定を実施することとしております。しかし、本市建築職員のみでは数的に限界がある一方、被災建築物応急危険度判定士についても取得者の減少と高齢化が課題となっており、災害復旧等今後の事業活動に支障をきたす事態を憂慮しております。そこで、本市では判定士の人員確保につなげるため、平成31年度から建築一式工事を総合評価方式で発注する際の加点評価項目に【企業の建築一式工事に係る技術者＊のうち、被災建築物応急危険度判定士の資格取得者数の割合】（以下、「判定士取得評価」という）を加えました。建設業界の皆様におかれましては、この通知を契機として技術者の判定士取得を推進していただくとともに、有事の際には災害対応にご協力いただきたいと考えております。
　つきましては、令和８年度の加点対象業者の認定を下記のとおり行いますので、申請いただきますようお願い申し上げます。
　なお、今年度より担当課が公共建築課から建築総務課に変わりました。提出先にご注意ください。

記

（1）  令和８年度　判定士取得評価　評価基準
　【企業の建築一式工事に係る技術者＊のうち、被災建築物応急危険度判定士の資格取得者数の割合】が50%以上であることとします。

＊企業の建築一式工事に係る技術者とは
　　　企業に属する職員のうち、「静岡県地震被災建築物応急危険度判定士講習会」の受講資格
　　（＝建築士（一級・二級・木造）、１級建築施工管理技士のいずれかの資格）を有し、
　 令和８年４月１日現在静岡市内の本社または支店、営業所に勤務、在籍するものとします。
＊認定業者には、建築一式工事を総合評価方式で発注する際に0.5点の加点を行います。

（2） 　認定方法
・申請書類　　① 判定士取得評価申請書
　　　　　　　　 ② 「被災建築物応急危険度判定士登録証」の写し
・受付期間　　令和８年４月１日（水）～４月10日（金）　17:00まで
・申請方法　　郵送（消印有効） もしくは 持参
・提出先　　　 〒420-8602　静岡市葵区追手町５番１号　静岡庁舎新館５階
　　　　　　　　　静岡市都市局建築部　建築総務課　総務・耐震係
以上都市局都市局建築部　建築総務課
総務・耐震係　山脇、川崎
TEL：054-221-1050

